
 

２．夜間対応型訪問介護 

 

 

〈改定事項〉 

 

○基本報酬 

①オペレーターに係る基準の見直し 

②同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬 

③介護職員処遇改善加算の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 1 - 

○基本報酬 

 

〈単位数〉 

 ＜現行＞  ＜改正後＞ 

夜間対応型訪問介護（Ⅰ）    

基本夜間対応型訪問介護費 

（１月につき） 
９８１単位  １００９単位 

定期巡回サービス費 

（１回につき） 
３６８単位  ３７８単位 

随時訪問サービス費（Ⅰ） 

（１回につき） 
５６０単位  ５７６単位 

随時訪問サービス費（Ⅱ） 

（１回につき） 
７５４単位  ７７５単位 

夜間対応型訪問介護（Ⅱ） ２６６７単位  ２７４２単位 

 

 

①オペレーターに係る基準の見直し 

 

〈概要〉 

○オペレーターに係る訪問介護のサービス提供責任者の「３年以上」の経験について、「１年以上」に変更 

することとする。なお、初任者研修課程修了者及び旧２級課程修了者のサービス提供責任者については、 

引き続き「３年以上」の経験を必要とすることとする。【省令改正／地域密着型基準第６条関係】 

＜参考：オペレーターに求められる資格要件（現行）＞ 

看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士、介護支援専門員、サービス提供責任者 

として３年以上従事した経験を持つ者 

 

 

②同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬 

 

〈概要〉 

同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬について以下の見直しを行う。（訪問介護と同様の見直し） 

ア 夜間対応型訪問介護のサービス提供については、以下に該当する場合に１０％減算とされているが、建 

物の範囲等を見直し、いずれの場合も有料老人ホーム等（※）以外の建物も対象とする。 

ⅰ 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物（有料老人ホーム等（※）に限る）に居住す 

る者 

ⅱ 上記以外の範囲に所在する建物（有料老人ホーム等（※）に限る）に居住する者（当該建物に居住す 

る利用者の人数が１月あたり２０人以上の場合） 

※養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅 

イ またⅰについて、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物のうち、当該建物に居住する 

利用者の人数が１月あたり５０人以上の場合は、減算幅を見直す。 

ウ 上記ア又はイによる減算を受けている者と、当該減算を受けていない者との公平性の観点から、上記ア 

又はイによる減算を受けている者の区分支給限度基準額を計算する際には、減算前の単位数を用いること 

とする。 
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〈単位数、算定要件等〉 

＜現行＞ 
減算等の内容 算定要件 

10％減算 ①事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物（養護老人ホーム、 

軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る）に 

居住する者 

②上記以外の範囲に所在する建物（建物の定義��同上）に居住する者（当該建 

物に居住する利用者の人数が１月あたり20人以上の場合） 

 

  ＜改定後＞ 

減算等の内容 算定要件 
①・③10％減算 

②15％減算 
①事業所と同一敷地内又��隣接する敷地内に所在する建物に居住する者（②に 

該当する場合を除く。） 

②上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が１月あたり５０人以 

上の場合 

③上記①以外の範囲に所在する建物に居住する者 

（当該建物に居住する利用者の人数が１月あたり２０人以上の場合） 

 

 

③介護職員処遇改善加算の見直し 

 

〈概要〉 

○介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）については、要件の一部を満たさない事業者に対し、減算された 

単位数での加算の取得を認める区分であることや、当該区分の取得率や報酬体系の簡素化の観点を踏まえ、 

これを廃止することとする。その際、一定の経過措置期間を設けることとする。 

○その間、介護サービス事業所に対してはその旨の周知を図るとともに、より上位の区分の取得について積 

極的な働きかけを行うこととする。 

 

〈算定要件等〉 

○介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）については、別に厚生労働大臣が定める期日（※）までの間に限 

り算定することとする。 

※平成30年度予算案に盛り込まれた「介護職員処遇改善加算の取得促進支援事業」により、加算の新規の取得や、より上位 

の区分の取得に向けて、事業所への専門的な相談員（社会保険労務士など）の派遣をし、個別の助言・指導等の支援を行う 

とともに、本事業の実施状況等を踏まえ、今後決定。 
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注

数

⑷

２ 夜間対応型訪問介護費 ２ 夜間対応型訪問介護費

イ 夜間対応型訪問介護費(Ⅰ) 別に厚生労働大臣が定める単位数 イ 夜間対応型訪問介護費(Ⅰ) 別に厚生労働大臣が定める単位数

ロ 夜間対応型訪問介護費(Ⅱ) １月につき2,742単位 ロ 夜間対応型訪問介護費(Ⅱ) １月につき2,667単位

注１ （略） 注１ （略）

（削る） ２ 指定夜間対応型訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地

内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定夜間対応型訪問

介護事業所と同一建物に居住する利用者又は当該指定夜間対応

型訪問介護事業所における一月当たりの利用者が同一建物に20

人以上居住する建物の利用者に対し、指定夜間対応型訪問介護

を行った場合に、イについては、定期巡回サービス（指定地域

密着型サービス基準第５条第１項に規定する定期巡回サービス

をいう。）又は随時訪問サービス（同項に規定する随時訪問サ

ービスをいう。）を行った際に算定する所定単位数の100分の9

0に相当する単位数を、ロについては、所定単位数の100分の90

304

改 正 後 改 正 前
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に相当する単位数を算定する。

２ （略） ３ （略）

３ 指定夜間対応型訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地 （新設）

内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定夜間対応型訪問

介護事業所と同一の建物（以下この注において「同一敷地内建

物等」という。）に居住する利用者（指定夜間対応型訪問介護

事業所における１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人

以上居住する建物に居住する利用者を除く。）又は指定夜間対

応型訪問介護事業所における１月当たりの利用者が同一の建物

に20人以上居住する建物（同一敷地内建物等を除く。）に居住

する利用者に対して、指定夜間対応型訪問介護を行った場合に

、イについては、定期巡回サービス（指定地域密着型サービス

基準第５条第１項に規定する定期巡回サービスをいう。以下こ

の注において同じ。）又は随時訪問サービス（同項に規定する

随時訪問サービスをいう。以下この注において同じ。）を行っ

た際に算定する所定単位数の100分の90に相当する単位数を、

ロについては、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算

定し、指定夜間対応型訪問介護事業所における１月当たりの利

用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利

用者に対して、指定夜間対応型訪問介護を行った場合に、イに

ついては、定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行った際

に算定する所定単位数の100分の85に相当する単位数を、ロに

ついては、所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定す

る。

４・５ （略） ４・５ （略）

ハ （略） ハ （略）

ニ 介護職員処遇改善加算 ニ 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金

の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定夜間 の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定夜間

対応型訪問介護事業所が、利用者に対し、指定夜間対応型訪問介 対応型訪問介護事業所が、利用者に対し、指定夜間対応型訪問介
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護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年３月 護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成30年３月

31日までの間（⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣が定める 31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただ

期日までの間）、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。た し、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、

だし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては 次に掲げるその他の加算は算定しない。

、次に掲げるその他の加算は算定しない。

⑴～⑸ （略） ⑴～⑸ （略）
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２　夜間対応型訪問介護費

注 注

24時間通報
対応加算

事業所と同一建
物の利用者又は
これ以外の同一
建物の利用者
20人以上に
サービスを行う
場合

　：　「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」、「サービス提供体制強化加算」及び

　　　「介護職員処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

基本部分

イ　夜間対応型訪問介護費（Ⅰ）

基本夜間対応型訪問介護費
　　　　　　　　　　（１月につき　１，００９単位）

１月につき
６１０単位

定期巡回サービス費
　　　　　　　　　　（１回につき　３７８単位）

事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者20人以上
にサービスを行う

場合
×９０／１００

事業所と同一建物
の利用者50人以
上にサービスを行

う場合
×８５／１００

随時訪問サービス費(Ⅰ)
　　　　　　　　　　（１回につき　５７６単位）

随時訪問サービス費(Ⅱ)
　　　　　　　　　　（１回につき　７７５単位）

ロ　夜間対応型訪問介護費（Ⅱ）　　 　　　　　　　（１月につき　２，７４２単位）

ハ　サービス提供体制強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１回につき　１８単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１回につき　１２単位を加算）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）イ
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　１２６単位を加
算）

（４）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）ロ
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　８４単位を加算）

ニ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　（1月につき　＋所定単位×１３７／１０００）

注
所定単位は、イからハまでにより算定した単位数の
合計

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　（1月につき　＋所定単位×１００／１０００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　（1月につき　＋所定単位×５５／１０００）

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）
　　（1月につき　＋（３）の９０／１００）

（５）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）
　　（1月につき　＋（３）の８０／１００）
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